
宮崎市通いの場創出事業実施要綱

第１章 総則

（目的）

第１条 この要綱は、一般介護予防事業（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４

５第１項第２号に掲げる事業をいう。）として、通いの場がない地域に、住民主体の通いの場を

戦略的に創出していくことを目的に実施する「宮崎市通いの場創出事業」について必要な事項を

定める。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）「通いの場」とは、運営主体が住民であり、月１回以上趣味や体操等の活動をする場のこと

をいう。

（２）「介護予防」とは、要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと又は要介護状態に

あってもその悪化をできる限り防ぐこと若しくは軽減を目指すことをいう。

（３）「健幸アップ体験教室」（以下、「体験教室」という）とは、市が主催で実施する、短期間の

介護予防体験教室のことをいう。

（４）「協定先事業者」とは、本事業を実施するにあたり、協力する相手方として、事前に市が協

定を締結した民間事業者等やＮＰＯ法人等の団体をいう。

（５）「健幸アップ倶楽部」とは、第３号に定める体験教室に参加した者を含む概ね１０名以上の

地域の高齢者で構成される団体で、月２回以上継続して主体的に介護予防に取り組む団体の

ことをいう。

（６）「自主活動」とは、前号に定める団体が主体的に取り組む、運動を主とした介護予防に関す

る活動のことをいう。

（事業内容）

第３条 市が実施する内容は次の各号に掲げるものとする。

（１）体験教室の開催及び新規団体の立ち上げに関すること

（２）健幸アップ倶楽部立ち上げ時の補助に関すること

（３）自主活動継続の支援に関すること



第２章 体験教室の開催と健幸アップ倶楽部の立ち上げ

（実施主体）

第４条 体験教室は市が主催するものとする。

２ 市は、第７条に定める実施内容について、その一部を協定先事業者の人材及び健幸運動指導員

を派遣して実施することができる。

（対象者）

第５条 体験教室の対象者は、宮崎市内に住所を有する概ね６５歳以上の高齢者のうち、次の各号

の全てに該当する者とする。

（１）介護予防に取り組む意欲がある者

（２）実施場所まで自分で通うことができる者

（３）体験教室終了後も、原則として同じ場所で、継続して自主活動に取り組むことができる者

（実施場所の選定及び費用負担）

第６条 体験教室の実施場所は次の各号に掲げるもののうちいずれかとし、地域包括支援センター、

地域自治区事務所及び生活支援コーディネーター等の意見を参考に市が選定する。

（１）公立公民館、老人福祉センター等の公共施設

（２）自治公民館等

（３）所有者の承諾を得た民間施設等

（４）その他、市長が認めた場所

２ 前項に定める実施場所の会場使用料が発生する場合、体験教室の開催期間中に限り、予算の範

囲内において市が負担する。

（実施内容）

第７条 体験教室では、参加者同士の交流を深めながら、運動・口腔・栄養・認知症予防の複合的

な介護予防の体験の場となるよう、次の各号に掲げる内容を、原則として週１回、全１２回のカ

リキュラムで実施する。

（１）交流を促進するための地域回想法

（２）協定先事業者及び健幸運動指導員による運動

（３）専門職の監修した内容に基づく、口腔・栄養等についての普及啓発

（４）認知症予防トレーニング

（５）体験教室終了後の健幸アップ倶楽部の立ち上げ及び自主活動についての話し合い

（健康アップ倶楽部）

第８条 前条第５号に掲げる話し合いにおいて、健幸アップ倶楽部を立ち上げることとなった場合

は、参加者の代表者が団体概要（様式第１号）を作成し、速やかに市に提出することとする。



（健康アップ倶楽部の役割）

第９条 健幸アップ倶楽部は、地域の高齢者の参加を随時受け入れるものとし、地域の通いの場と

しての役割を担う。

（講師の派遣）

第１０条 市は、第７条に定める内容を実施するにあたり、次の各号に掲げる者のいずれかを講師

として派遣する。

（１）協定先事業者に所属する者のうち、本事業についての研修を受講した者及びその補助者、各

１名

（２）みんなで体操みんなで健康事業実施要綱第３章に定める宮崎市健幸運動指導員のうち本事

業についての研修を受講した者、及びその補助者として市が認めた者、各１名

２ 前項に定める講師の派遣回数は、次の各号に掲げるとおりとする。

（１）前項第１号に定める者・・・８回

（２）前項第２号に定める者・・・４回

（謝礼金の支払い）

第１１条 市は、前条に規定する講師の派遣を行った場合、別表に掲げる謝礼金を支払うものとす

る。

第３章 健幸アップ倶楽部立ち上げ時の補助

（健幸アップ倶楽部への補助）

第１２条 市は、予算の範囲内において、健幸アップ倶楽部が自主活動を開始するにあたり、宮崎

市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金（以下、「補助金」という）を交付することができる。

２ 補助金の交付については、宮崎市補助金等交付規則（昭和５０年規則第１９号）に定めるもの

のほか、本要綱に必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第１３条 補助金の対象者は、健幸アップ倶楽部のうち、次年度以降も継続して自主活動に取り組

む見込みのあるものとする。

（補助対象経費）

第１４条 補助金の対象となる経費は、動画や音声を視聴再生するための機器購入費用の全部また

は一部とする。ただし、同種の機器を複数個購入する場合、補助の対象となるのは一個のみとす

る。

２ 前項に定める、補助金で購入した機器については、申請する健康アップ倶楽部が使用するもの

とし、注意をもって管理するものとする。



（補助金の額）

第１５条 補助金の額は、１申請者あたり３万５千円を上限とする。

（補助申請期間）

第１６条 補助金の申請期間は、体験教室開始日から終了日以降３か月を経過する日までとする。

２ 前項の規定に関わらず、当該年度の交付決定額が予算額に達した場合は、その時点をもって申

請期間を終了する。

３ 前項に規定する申請期間の終了につき、当該年度中に補助金の申請をすることができなかった

健幸アップ倶楽部については、翌年度の予算の範囲内において、翌年度４月１日から６月末日ま

での期間に申請できるものとする。

（交付申請）

第１７条 健幸アップ倶楽部が補助金の交付申請をしようとするときは、宮崎市健幸アップ倶楽部

立ち上げ補助金交付申請書（様式第２号）に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出するもの

とする。

（１）収支予算書（様式３号）

（２）健幸アップ倶楽部団体名簿（様式第４号）

（３）保管に関する承諾書（様式第５号）

（４）その他市長が必要と認めるもの

（交付決定及び通知）

第１８条 市長は、前条に定める申請があったときは、補助金の交付の適否、補助金の額およ

び付すべき条件について決定するものとする。

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金交付決定通

知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする

（交付の取消及び補助金の返還）

第１９条 市長は、この補助金を受ける健幸アップ倶楽部が交付決定の際に付した条件に違反した

場合または不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合は、交付決定を取り消すものとする。

２ 市長は、補助金の交付決定を取り消すときは、宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金交付決

定取消通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。

３ 市長は、第１項または第２項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付し

た補助金の全部または一部を返還させることができる。

（実績報告）

第２０条 この補助金を受ける健幸アップ倶楽部は、補助事業が完了したときは、その日から起算

して３０日を経過する日までに、宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金実績報告書（様式第８

号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（１）収支決算書（様式第９号）

（２）領収証の写し



（交付確定及び通知）

第２１条 市長は、前条に定める実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認める

ときは、宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金交付確定通知書（様式第１０号）により申請者

に通知するものとする。

（補助金の請求）

第２２条 前条に定める通知を受けた健幸アップ倶楽部は、宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ

補助金支払い請求書（様式第１１号）により請求するものとする。

（交付方法）

第２３条 補助金は、第２１条の規定により確定した額を前条に定める請求後に交付するものとす

る。

（補助金の流用の禁止）

第２４条 補助金を本事業以外の事業等の経費の一部として使用することはできないものとする。

第４章 自主活動継続の支援

（実施内容）

第２５条 市は、健幸アップ倶楽部に対して、自主活動を継続できるよう、次の各号に掲げる

内容を実施する。

（１）宮崎いきいき健幸体操ＤＶＤ及び同ＣＤ（以下「ＤＶＤおよびＣＤ」という）の配付

（２）脳トレプリントの配付

（３）健幸運動指導員の派遣

（４）協定先事業所活用の推進

（５）新規参加者に対する健幸アップ倶楽部の活動紹介

（ＤＶＤ及びＣＤの配付）

第２６条 前条第１号に掲げるＤＶＤ及びＣＤの配付については、１グループ当たり一式限りと

する。

（健幸運動指導員の派遣）

第２７条 第２５条第３号に掲げる健幸運動指導員の派遣については、月１回を上限とする。ただ

し、やむを得ない事情により開催できず、翌月以降に振り返る場合はこの限りではない。

（協定先事業所活用の推進）

第２８条 第２５条第４号に掲げる協定先事業所活用の推進については、市が「協定先事業所活用

の手引き」を作成し（以下、「手引き」という）、健幸アップ倶楽部に配付する。



２ 健幸アップ倶楽部は、協定先事業所を活用する場合は、直接協定先事業所に依頼する。

３ 健幸アップ倶楽部が協定先事業所へ支払う謝礼金の額は、参加者１人当たりの金額として事前

に市の承認を得た額とし、手引きに記載する。

４ 前項に定める謝礼金については、協定先事業所が参加者から直接徴収することとする。

５ 協定先事業所は、前項に定める謝礼金以外の金品を、参加者から徴収しないこととする。

（健幸アップ倶楽部の紹介）

第２９条 市は、健幸アップ倶楽部の一覧表を作成し、市民や地域包括支援センター等の関係機関

に情報提供する。

別表（第１１条関係）

附 則

（施行期日）

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

講師 謝礼金の額

第１０第１項第１号に定める者 １時間につき３，０００円

第１０第１項第２号に定める者のうち健幸運動指導員 １派遣につき３，５００円

第１０第１項第２号に定める者のうち補助者 １派遣につき２，０００円



様式第１号（第８条関係）

健幸アップ倶楽部団体概要

年 月 日

地区名（ ）地区

団体名（ ）

私たちは、宮崎市健幸アップ体験教室終了後も、健幸アップ倶楽部として、次のとおり自主活動

を継続することを報告します。

１．団体発足のきっかけとなった健幸アップ体験教室

開催場所（ ）

開催期間（ 年 月 日（ ）～ 年 月 日（ ）

２．自主活動の拠点

活動拠点（施設名： ）

（所在地： ）

３．今後の活動頻度と曜日

月（ ）回

第（ ）・（ ）曜日

４．代表者名と連絡先

氏名（ ）

住所（ ）

電話（ ）

５．会費

１人（ ）円 ／ （ ひと月 ・ か月 ・ 年 ）

６．今後の活動の具体的内容

７．補足事項

No.
－



様式第２号（第１７条関係）

宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金交付申請書

年 月 日

宮崎市長殿

地区名

団体名

住所

代表者 ㊞

宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金の交付を受けたいので、宮崎市通いの場創出事業実施要

綱第１７条の規定により、関係書類を添えて申請します。

なお、次年度以降も活動を継続する予定であることを申し添えます。

記

１ 交付申請額 金 円

２ 添付書類 （１）収支予算書（様式第３号）

（２）団体名簿（様式第４号）

（３）保管に関する承諾書（様式第５号）

（４）その他、市長が必要と認めるもの



様式第３号（第１７条関係）

収 支 予 算 書

地区名（ ）地区

団体名（ ）

１ 収入の部

２ 支出の部

科 目 金 額 備 考

補助金 円

円

合 計 円

科 目 金 額 備 考

機器購入費 円

その他

合 計 円



様式第４号（第１７条関係）

健幸アップ倶楽部団体名簿

年 月 日

地区名（ ）地区

団体名（ ）

※氏名（太枠内）は自署で記入してください。

No. 氏 名 住 所 生年月日

１ 年 月 日

２ 年 月 日

３ 年 月 日

４ 年 月 日

５ 年 月 日

６ 年 月 日

７ 年 月 日

８ 年 月 日

９ 年 月 日

１０ 年 月 日

１１ 年 月 日

１２ 年 月 日

１３ 年 月 日

１４ 年 月 日

１５ 年 月 日



様式第５号（第１７条関係）

使用物品の保管に関する承諾書

年 月 日

地区名（ ）地区

団体名（ ）

次のとおり、使用物品の保管について承諾得たことを報告します。

上記の団体が、自己の所管する施設を使用するにあたり、活動に使用する以下の物品を施設内に

保管することを承諾します。

保管する物品

1.

2.

3.

使用する施設

施設名：

施設所在地：宮崎市

承諾者（施設管理者）

役職：

氏名： ㊞



様式第６号（第１８条関係）

宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金交付決定通知書

第 号

年 月 日

殿

宮崎市長

年 月 日付で交付申請のあった宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金については、

下記のとおり交付することに決定しましたので、宮崎市通いの場創出事業実施要綱第１８条の規定

により通知します。

１ 補助金の額 金 円

２ 補助金の交付の条件

（１）この補助金の使途、その他について不適当と認めたときは、決定の取り消し、または交付し

た補助金の全部または一部の返還を求めることがある。

（２）その他の条件



様式第７号（第１９条関係）

宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金交付決定取消通知書

第 号

年 月 日

殿

宮崎市長

年 月 日付で交付申請のあった宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金については、

これを取り消しましたので、宮崎市通いの場創出事業実施要綱第１９条第２項の規定により通知し

ます。



様式第８号（第２０条関係）

宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金実績報告書

年 月 日

宮崎市長殿

地区名

団体名

住所

代表者 ㊞

年 月 日付 第 号で交付決定を受けた補助事業を完了したので、宮崎市通い

の場創出事業実施要綱第２０条の規定により報告します。

記

添付書類 （１）収支決算書（様式第９号）

（２）領収証の写し



様式第９号（第２０条関係）

収 支 決 算 書

地区名（ ）地区

団体名（ ）

１ 収入の部

２ 支出の部

科 目 金 額 備 考

補助金 円

円

合 計 円

科 目 金 額 備 考

機器購入費 円

その他

合 計 円



様式第１０号（第２１条関係）

宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金交付確定通知書

第 号

年 月 日

殿

宮崎市長

年 月 日付で報告のあった宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金については、下記

のとり交付額を確定しましたので、宮崎市通いの場創出事業実施要綱第２１条の規定により通知し

ます。

１ 交付決定額 金 円

２ 交付確定額 金 円



様式１１号（第２２条関係）

宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助金支払い請求書

年 月 日

宮崎市長 殿

地区名

団体名

住所

代表者 ㊞

年 月 日付、 第 号で交付決定のあった宮崎市健幸アップ倶楽部立ち上げ補助

金について、下記のとおり請求します。

１ 請求額 金 円

２ 振込先口座 （ 下記 ・ 委任状あり ）

金融機関名
（ ）銀行・金庫・組合

（ ）本店・支店・出張所

預金種別 普通 ・ 当座

口座番号（右詰）

口座名義

ﾌﾘｶﾞﾅ


